
平成３０年度遠賀川河川事務所管内における災害時等応急対策業務(測量)

に関する基本協定（案） 

 

 

国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所長 浦山 洋一（以下「甲」という。）と、

株式会社○○○○○○ 代表取締役 ○○ ○○（以下「乙」という。）とは、災害時等応急対

策業務（測量）の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の直轄管理区間、又は「九州地方整備局防災業務計画」に基づき災害

対策本部長、災害等支援本部長もしくは応援対策本部長（九州地方整備局長）等から出

動要請があった場合は、甲の直轄管理区間以外（他の直轄事務所、他の地方整備局、地

方自治体）において発生した災害の応急対策業務（測量）に関し、これに必要な組織及

び労力等の確保及びその動員の方法を定め、もって、災害の拡大防止と被害施設の早期

復旧に資することを目的とする。 

 

（実施内容） 

第２条 甲は、第３条に定める区間において災害が発生し、又は発生のおそれがあって必要と

認めるときには、災害又は出水状況に応じて乙に応急対策業務を要請することができる

ものとする。 

２ 乙は、前項の要請があったときは、特段の理由がない限り、甲の指示により当該災害

箇所における応急対策業務を実施するものとする。 

３ 乙は、これらの業務を適切に対応できるよう河川情報センタ－、日本道路交通情報セ

ンタ－等を通じて、的確な情報収集に努めるものとする。 

 

（実施区間） 

第３条 業務の実施区間は、原則として別図のとおりとするが、出水状況、被災状況及び交通

事情等により、必要に応じて遠賀川河川事務所管内の他の地域も含むものとする。 

 

（甲の管理区間外での実施） 

第４条 甲は、前条の規定にかかわらず、「九州地方整備局防災業務計画」に基づき災害対策本

部長、災害等支援本部長もしくは応援対策本部長（九州地方整備局長）等から出動要請

があった場合は、甲の直轄管理区間以外（他の直轄事務所、他の地方整備局、地方自治

体）について第２条第１項の要請ができるものとする。 

２ 乙は、前項の要請への対応が可能と判断した場合には、甲の指示により応急対策業務

を実施するものとする。 

別添－１ 



（監視） 

第５条 甲は、異常な自然現象により緊急的に水位上昇の状況等を把握するために、監視を要

請することができるものとする。 

２ 監視の実施場所は、第３条の実施区間とする。 

３ 乙は、前項の要請があった場合は、監視及び情報収集に必要な人員体制を確保し、常

に気象情報、水位及び堤防の状況等を把握しながら、防災情報課と連絡を密にして、監

視を実施するものとする。 

４ 監視は、監視員２名の班編制により実施するものとする。 

５ 監視中、原則として１時間毎に防災情報課に状況を報告するものとする。ただし、異

常が発見された場合には直ちに異常の内容を報告し、指示を受けること。なお、必要と

判断される箇所等については、写真撮影を行うとともに状況の記録を行うこと。 

６ 監視には、写真機、ビデオカメラ、野帳、懐中電灯、双眼鏡、その他必要に応じて資

器材を携帯するものとする。 

７ 乙は、甲の要請を受け監視等を実施した場合、甲乙協議の上、甲に対し、実績に応じ

た費用を請求できるものとする。 

なお、監視の１時間あたりの単価は下記のとおりとする。又、移動に伴う基地は○○

市役所とし、交通手段はライトバン 1500cc と設定する。 

○監視（監視員２名） 

対象時間 時間帯 １時間あたりの単価 

５時～２２時 始めの８時間 １２，０３０円※  

８時間を越える部分 ８，２６０円※  

２２時～５時 始めの８時間 １３，６９０円※  

８時間を越える部分 ９，９２０円※  

               ※今後、単価の変動に伴い、変更する場合があります。 

８ 甲の第７項に基づく乙への支払いは、四半期毎を基本とする。 

 

（出動の要請） 

第６条 甲は、乙に対し第３条又は第４条の実施区間の具体的な災害状況に応じ、応急対策業

務（測量）のための出動を書面又は、電話等の方法により要請するものとする。 

 

（訓練） 

第７条 乙は、甲が主催または参加する防災訓練や操作訓練に、甲からの参加依頼があった場

合には、参加するものとする。 

 

（業務内容の指示） 

第８条 業務内容の指示は、防災情報課長等（以下「担当職員」という。）が行うものとし、乙



はその指示に従うものとする。 

 

（業務の実施） 

第９条 乙は、第６条に基づく出動要請があった場合は、直ちに出動し、応急対策の業務を実

施するものとする。 

２ 乙の責任者は、業務実施後遅滞なく測量の成果品等を担当職員に書面により提出する

ものとする。 

 

（乙の業務） 

第１０条 乙は、業務の履行にあたっては、業務の意図及び目的を十分に理解し、最高の技術

を発揮するように努めなければならない。 

２ 業務の実施にあたっては、測量業務共通仕様書（案）及び諸法規を遵守し作業の安

全と円滑を図るとともに、担当職員と密接な連絡をとり業務を遂行しなければならな

い。 

 

（機密の厳守） 

第１１条 乙は、業務に関する全ての事項について、機密を厳守し、他にもらしたり転用した

りしてはならない。 

 

（契約の締結） 

第１２条 応急対策業務（測量）について甲から出動要請があった場合には、速やかに調査業

務等請負契約書を締結するものとする。 

２ 監視については、本協定書を基に、請書を提出するものとする。 

 

（有効期限） 

第１３条 この協定の有効期限は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までとする。 

     ただし、協定発行時に乙が有していた一般競争参加資格を失効した場合は、失効し

た日をもって協定を無効とする。 

 

（その他） 

第１４条 この協定に定めのない事項又は、疑義を生じた事項については、その都度甲、乙協

議して定めるものとする。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この協定の証しとして、本書２通を作成し甲、乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 ３月２６日 

 

甲   福岡県直方市溝堀一丁目１番１号     

国土交通省 九州地方整備局      

遠賀川河川事務所長  浦山 洋一   

 

 

乙   福岡県○○市○○町○○○－○○     

株式会社 ○○○○○○○○○     

代表取締役      ○○ ○○   

 


